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○
内
閣
府
令
第

号

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
四
号
）
第
十
四

条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
商
品
の
販
売
等
に
係
る
勧
誘
方
針
の
公
表
の
方
法
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
六
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

金
融
商
品
の
販
売
等
に
係
る
勧
誘
方
針
の
公
表
の
方
法
に
関
す
る
内
閣
府
令

１

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
三
号

の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
方
法
は
、
勧
誘
方
針
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
誘
方
針
を
い
う
。
）
を
金
融
商
品

販
売
業
者
等
（
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
販
売
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
次
項

第
二
号
に
規
定
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）
に
掲
載
す
る
方
法
と
す
る
。

２

令
第
十
四
条
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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一

金
融
商
品
販
売
業
者
等
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
場
合

二

金
融
商
品
販
売
業
者
等
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
当
該
金
融
商
品
販
売
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
の
販
売
等
（
法
第
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
の
販
売
等
を
い
う
。
）
に
関
し
て
広
告
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
な
い
場
合

附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。


